
日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メールInformation
くらしの情報

令和3（2021）年■9月令和3（2021）年■9月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。
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と
こ
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10
月

定
員

市
民
体
育
館

4
日
㈪
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人

唐
子
地
区
体
育
館

6
・
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日
㈬
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人

北
地
区
体
育
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・
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日
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人

松
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市
民
活
動
セ
ン
タ
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人

南
地
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体
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8
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人

大
岡
市
民
活
動
セ
ン
タ
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7
・
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日
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野
本
コ
ミ
ュ
ニ
テ
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セ
ン
タ
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4
・
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・
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日
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人

高
坂
丘
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市
民
活
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セ
ン
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5
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日
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人

大
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
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5
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日
㈫
26
人

市
民
福
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セ
ン
タ
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日
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人

き
ら
め
き
市
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大
学

11
・
25
日
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人

き
ら
め
き
市
民
大
学

（
男
性
の
み
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18
日
㈪

30
人

す
わ
や
ま
荘
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日
㈫

35
人

時
間　

午
前
10
時
〜
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時
30
分（
大
岡
・

高
坂
丘
陵
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
き
ら

め
き
市
民
大
学（
男
性
の
み
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午
後
2

時
〜
3
時
30
分
）

市
内
在
住
の
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歳
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の
人

フ
ェ
イ
ス
タ
オ
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体
操
用
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バ
ス
タ
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敷
物
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体
育
館
履
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付
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1
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高
坂
市
民
活
動
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ン
タ
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市
内
在
住
の
お
お
む
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歳
以
上
の
人
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込
順
）
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歳
か
ら
の
フ
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ル
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護
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ず
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・
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又
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Ｘ
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第
3
回
ス
マ
イ
ル
ウ
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月
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午
前
8
時
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分
〜
11
時
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分
コ
ー
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総
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福
祉
エ
リ
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岩
鼻
運
動

公
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往
復
4
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集
合
場
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総
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市
内
在
住
の
お
お
む
ね
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歳
以
上
の
人

15
人（
申
込
順
）

介
護
予
防
を
目
的
に
サ
ポ
ー
タ
ー
と
共

に
ゆ
っ
く
り
と
歩
く
。

飲
物
、
雨
具

・

10
月
8
日
㈮
ま
で
に
直
接
、
電
話

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入
やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給
者の生活を支援するために、年金に上乗せして
支給されるものです。
　老齢・障害・遺族基礎年金を受給している人
で、所得額が前年より低下したこと等により、
令和3年度において新たに支給対象となる人に
は、順次、日本年金機構から請求手続きのご案
内が届きます。同封のはがき（年金生活者支援
給付金請求書）に記入し、指定された期間内に
日本年金機構へ提出してください（既に年金生
活者支援給付金を受給している人は、新たな手
続きは不要です）。令和3年10・11月分（12月振
込分）から支給されます。
　令和3年4月2日以降に年金を受給し始めた人
は、年金の請求手続きと併せて年金生活者支援
給付金の請求手続きをしてください。
□老齢年金生活者支援給付金
対象　次の全てに該当する人
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している人

・世帯員全員の市県民税が非課税の人
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が
879,900円以下の人
□障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者
支援給付金
　前年の所得が「4,621,000円＋税法上の扶養親
族の数×38万円（注意）」以下の人
（注意）扶養等の種類により変動することがあり
ます。
不審な電話や案内にご注意ください
　日本年金機構や市役所、厚生労働省から、電
話で口座番号やクレジットカード情報をお聞き
したり、手数料等の金銭を求めたりすることは
ありません。

年金給付金専用ダイヤル☎0570-05-4092
　川越年金事務所☎049-242-2657
　保険年金課☎21-1434 23-0076

年金生活者支援給付金制度

制
度
に
加
入
す
る
こ
と
で
現
在
加
入
し
て

い
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健
康
保
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国
民
健
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保
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べ
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受
け
て
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
へ
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を
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望
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受
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。
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年
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※
担
当
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在
の
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が
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り
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で
、

面
接
相
談
等
は
事
前
に
ご
予
約
い
た
だ
く

こ
と
を
お
勧
め
し
て
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す
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ひ
き
こ
も
り
の
状
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に
あ
る
本
人
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家

族ひ
き
こ
も
り
に
関
す
る
相
談
。
面
接
相

談
・
電
話
相
談
の
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ち
ら
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能
で
す
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。
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重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
を

お
持
ち
で
、
平
成
31
年
1
月
1
日
以
降
に

受
給
資
格
を
取
得
し
た
人
は
、
令
和
3
年

10
月
に
一
斉
更
新
の
た
め
前
年
の
所
得
を

審
査
し
、
受
給
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
判
定
の
結
果
、
所
得
が
基
準
額

を
超
過
し
た
場
合
は
支
給
停
止
と
な
り
、

受
給
者
証
を
交
付
し
ま
せ
ん（
平
成
30
年

12
月
ま
で
に
、
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
人
は
令
和
4
年
10
月
に
一
斉
更
新

と
な
り
ま
す
）。

　

新
し
い
受
給
者
証
を
9
月
下
旬
に
発
送

し
ま
す
。
10
月
に
な
っ
て
も
届
か
な
い
場

合
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

新
し
い
受
給
者
証（
有
効
期
間
の
始
期
が

令
和
3
年
10
月
1
日
の
も
の
）が
届
き
ま

し
た
ら
、
10
月
1
日
以
降
に
差
替
え
を
お

願
い
し
ま
す
。
古
い
受
給
者
証
は
障
害
者

福
祉
課
に
返
却
い
た
だ
く
か
、
本
人
で
裁

断
す
る
な
ど
の
処
分
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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期
高
齢
者
医
療
制
度
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65
歳
か
ら
74
歳
の
人
で
一
定
の
障
害
が

あ
る
人
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
で
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す（
障
害
認
定
）。
後
期
高
齢
者
医
療

　各市民活動センター等を発着地点とする10キロメートル程度のウォーキングコースを設定しま
す。1日のみの参加でも3日間異なるコースでの参加も可能です。是非、日本スリーデーマーチの
期間中に市内のウォーキングコースを散策してみませんか。
11月5日（金）・6日（土）・7日（日）
市内在住の人

コース 発着地点 距離 スタート時間 定員（申込順）
比企氏伝説・ぼたん園・秋葉道コース 大岡市民活動センター 約11㎞

午前8時～8時15分

100人
（各日センターごと）

滑川・市野川散策コース 平野市民活動センター 約9㎞
柏崎緑陰・松山城址

し

コース ウォーキングセンター 約8㎞

午前9時～9時15分
青鳥城跡・おため池コース 唐子市民活動センター 約8㎞
岩殿観音・彫刻通りコース 高坂市民活動センター 約10㎞
野本の文化財を訪ねる東コース 野本市民活動センター 約8㎞
まなびのみち・市民の森コース 高坂丘陵市民活動センター 約10㎞

無料
9月1日（水）～30日（木）に直接、スポーツ課又は各市民活動センターへ。
※申込書及びチラシはスポーツ課及び各市民活動センターにあります。
※発着地点となる市民活動センターとは別の市民活動センターでも申込みできます。
スポーツ課☎21-1439 23-2239

第44回日本スリーデーマーチ特別企画
「市民ウォーク」




